
令和７年度高知県産農産物及び農産物加工品輸出促進事業委託業務

公募型プロポーザル審査要領

１ 審査の対象となる事業者

審査は、次の各号をすべて満たす事業者を対象に行います。

（１）別途定める「令和７年度高知県産農産物及び農産物加工品輸出促進事業委

託業務公募型プロポーザル募集要領」（以下、「募集要領」という。）に規定す

る資格要件を満たす参加者

（２）募集要領に規定する期限内に、必要な書類のすべてを提出した参加者

（３）募集要領により、適正に書類を作成した参加者

２ 審査の項目及び点数

総合点数は 130 点とし、審査項目と審査項目ごとの配点は次のとおりです。

（１）基本的な考え方 15 点

（２）マレーシアにおける取組 45 点

（２）シンガポールにおける取組 30 点

（３）タイにおける取組 15 点

（４）実施体制 15 点

（５）経費見積もり 10 点

３ 審査委員会

参加者から提出された企画提案書に基づきプレゼンテーションを行う審査委員会を

開催します。

（１）日時、実施方法

令和７年５月 20 日（火）午前１０時から午後３時までの指定した時間（オンライ

ン：Zoom ミーティング）予定

※Zoom の URL やミーティング ID 等は別途参加者にお知らせします。

（２）プレゼンテーション

①プレゼンテーションの時間は１社 15 分とします。

②各社の開始時刻は別途お知らせします。

③各社のプレゼンテーション終了後、審査委員からの質疑の時間を約 10 分

設けます。



４ 審査の方法

（１）審査委員会では、提出された企画提案書と、審査委員会におけるプレゼンテ

ーションに対する審査を行います。

（２）各審査委員は、プレゼンテーションと質疑の終了後、別途定める「審査基準」

に基づいて審査を行います。

（３）すべての参加者の審査が終了した後、各審査委員の審査結果を集計し、候補

者と次点者を決定します。

（４）審査の結果、最高点の者が同点で２者以上ある場合は、経費見積が安価な者

から順に候補者と次点者を選定します。

（５）上記（３）、（４）にかかわらず、各審査委員の採点の合計が総合点数の６割以

上であることを最低基準とし、最低基準を満たさない場合は、候補者又は次

点者として選定しません。



別紙

審査基準

審査の項目 審査の視点 配点

基本的な

考え方

・本業務の目的を理解したうえでの提案がなされているか

・本事業期間を通じて一体的で効果的な提案となっているか

・県産農産物等に関する基本的な知識（最盛期、特徴、国内シェア、

輸出に係る検疫要件等）を理解したうえでの提案となっているか

15 点

マレーシア

における取組

・別添仕様書第２の業務内容に沿い、ターゲットやタイミング、取組内

容が効果的で、今後当国における県産農産物等の輸出拡大が期待さ

れる企画となっているか

・現実的であり実現可能な企画となっているか

・現地レストラン、レストラン関係バイヤー又は流通関係者等とのネッ

トワークがあり、今後の取引につながる可能性を感じる提案となって

いるか

45 点

シンガポール

における取組

・別添仕様書第２の業務内容に沿い、ターゲットやタイミング、取組内

容が効果的で、今後当国における県産農産物等の輸出拡大が期待さ

れる企画となっているか

・現実的であり実現可能な企画となっているか

・現地量販店又は流通関係者等とのネットワークがあり、今後の取引

につながる可能性を感じる提案となっているか

30 点

タイ

における取組

・別添仕様書第２の業務内容に沿い、ターゲットやタイミング、取組内

容が効果的で、今後当国における県産農産物等の輸出拡大が期待さ

れる企画となっているか

・現実的であり実現可能な企画となっているか

・食品関係バイヤー又は流通関係者等とのネットワークがあり、今後

の取引につながる可能性を感じる提案となっているか

15 点

実施体制

・マレーシア、シンガポール、タイの各国及び日本側との連絡・調整に

おいて、柔軟かつ迅速・円滑に業務を遂行できる体制が確保されてい

るか

・過去に同様の実績があるなど、本業務に係る基本的な能力を有して

いるか

15 点

経費

見積もり

・予算の範囲内であり、積算内訳及び根拠が明確に示されているか

・工夫により、費用対効果が高い提案となっているか
10 点


